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〔第２問〕（配点：５０）   

 

政治家を目指しているＡは、日本の将来について熱く論じる文章Ｐ（約１万字）

を創作し、これを通勤客であふれる早朝の駅前広場で披露したところ、予想以上の

喝采を浴びた。これに気を良くしたＡは、この様子を撮影した映像に自ら編集を加

えて動画Ｑを作成し、これを自己のウェブサイトに掲載したところ、空前の再生数

を記録し、マスメディアにも取り上げられるなど大きな注目を集めた。   

以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。   

 

［設問１］   

日頃から旬の話題を広く紹介している個人ブロガーＢは、最新の投稿において、

Ａの熱弁を収めた動画Ｑが大きな注目を集めていることを紹介し、その中で、文章

Ｐ全体を分かりやすく１０００字程度に要約した文章Ｐ ’を掲載するとともに、そ

の内容を批判する３０００字程度の文章を添えた。これを見て憤慨したＡは、Ｂに

対し、文章Ｐに係る著作権の侵害を理由として、文章Ｐ ’の削除を請求した。   

Ａはどのような主張をすべきか。これに対するＢの反論として、どのような主張

が考えられるか。それらの妥当性についても論じなさい。   

 

［設問２］   

人気プログラマーＣは、インターネット上の動画ファイルを視聴するとその映

像が変容して表示される再生ソフトＲを開発し、これを無料でダウンロードでき

るように自己のウェブサイトで公開している。ある日、Ｃは、再生ソフトＲを用い

て動画Ｑを視聴すると、その映像が実に滑稽な様子にゆがんで表示されることに

気付き、自己のウェブサイトにおいて、「みんなこの再生ソフトＲでＡのウェブサ

イトにある動画Ｑを見てみろ」と書き込んだ。すると、これを見た多くの  人が再

生ソフトＲを用いてＡのウェブサイト上の動画Ｑを視聴した結果、Ａはすっかり

笑いもの  になってしまった。   

Ａは、動画Ｑに係る著作者人格権に基づいて、Ｃに対し、どのような請求をする

ことが考えら  れるか。その妥当性についても論じなさい。  

 

（法務省 HP より転載 https://www.moj.go.jp/content/001443626.pdf）
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第 １  設 問 １  1 

１  Ａ 及 び Ｂ の 主 張  2 

Ａ と し て は 、 文 章 Ｐ は 著 作 物 （ ２ 条 １ 項 １ 号 ） で あ り 、 そ の 著 作 権3 

は Ａ に 帰 属 し て い る（ １ ７ 条 １ 項 ）と し た 上 で 、文 章 Ｐ ′ の 作 成 は「 翻4 

案 」 及 び 意 に 反 す る 「 改 変 」 に あ た り 、 文 章 Ｐ ’ を ブ ロ グ に ア ッ プ す5 

る 行 為 は「 公 衆 送 信 」に あ た る と し て 、翻 案 権（ ２ ７ 条 ）、同 一 性 保 持6 

権 （ ２ ０ 条 １ 項 ） 及 び 二 次 的 著 作 物 利 用 権 （ ２ ８ 条 ） と し て の 公 衆 送7 

信 権 （ ２ ３ 条 ） の 侵 害 を 主 張 す べ き で あ る 。  8 

こ れ に 対 し 、 Ｂ に お い て は 、 翻 案 及 び 改 変 該 当 性 を 否 認 し 、 ま た 、9 

翻 案 権 及 び 公 衆 送 信 権 侵 害 に つ い て 引 用 の 抗 弁 （ ３ ２ 条 １ 項 ） を 主 張10 

し 、さ ら に 、同 一 性 保 持 権 侵 害 に つ い て は「 や む を 得 な い 改 変 」（ ２ ０11 

条 ２ 項 ４ 号 ） に あ た る 旨 主 張 す る こ と が 考 え ら れ る 。  12 

２  翻 案 該 当 性 に 関 す る 双 方 の 主 張 の 妥 当 性  13 

文 章 Ｐ は 、 日 本 の 将 来 像 に 関 す る 約 １ 万 字 か ら な る 文 章 で あ り 、 単14 

な る 事 実 の 羅 列 で は な く 、 言 葉 の 選 択 、 文 章 構 成 、 展 開 等 に 創 作 性 が15 

あ る と 考 え ら れ る か ら 著 作 物 に あ た る 。 そ し て 、 文 章 Ｐ ’ は 文 章 Ｐ に16 

依 拠 し て 作 成 さ れ て い る が 、 翻 案 に 該 当 す る に は 、 さ ら に 文 章 Ｐ の 表17 

現 上 の 本 質 的 な 特 徴 を 直 接 感 得 で き る こ と が 必 要 で あ る 。  18 

以 上 に つ い て 、 問 題 文 か ら 具 体 的 事 情 は 明 ら か で な い が 、 文 章 Ｐ ’19 

は 約 １ ０ ０ ０ 字 の ま と ま っ た 文 章 で あ り 、 こ こ で 文 章 Ｐ に お け る 文 章20 

構 成 や 展 開 等 が 再 現 さ れ て い る の で あ れ ば 、 文 章 Ｐ の 表 現 上 の 本 質 的21 

な 特 徴 を 直 接 感 得 で き る も の と し て 、 翻 案 に 該 当 す る 。  22 

し た が っ て 、 こ の 場 合 は Ａ の 主 張 が 妥 当 で あ る 。  23 

東 京 地 裁 平 成 1 0 年

1 0 月 3 0 日 判 決（ 血

液 型 と 性 格 事 件・百

選 7 3 事 件 ） を 題 材

と し た 問 題 。  

ス ペ ー ス が あ れ ば 、

翻 案 と な ら な い 場

合 も 具 体 的 に 記 載

す る こ と が 望 ま し

い（ 結 論 ＝ ア イ デ ィ

ア だ け 同 じ で 、表 現

手 法 が 全 く 異 な る

場 合 等 ）。  
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３  引 用 の 抗 弁 の 成 否 ― 要 約 引 用 の 可 否  1 

著 作 権 法 に お い て は 、 他 人 の 著 作 物 を 「 翻 訳 」 し て 引 用 す る こ と は2 

明 文 を も っ て 認 め て い る が（ ４ ７ 条 の ６ 第 １ 項 ２ 号 ）、翻 案（ 要 約 ）し3 

て 引 用 す る こ と の 可 否 に つ い て は 、 具 体 的 な 規 定 が な い 。 こ の こ と か4 

ら 、 要 約 引 用 は 認 め ら れ な い と す る 見 解 も あ る 。  5 

し か し 、 も し 要 約 引 用 を す べ て 違 法 と し て し ま う と 、 広 い 範 囲 で 著6 

作 物 の 趣 旨 を 伝 達 す る 必 要 が あ る 場 合 に は 、 原 文 の 大 部 分 を 切 れ 切 れ7 

に 掲 載 す る 等 の 必 要 が 生 じ 、 実 務 上 不 都 合 で あ る こ と に 加 え 、 結 果 と8 

し て 引 用 箇 所 が 膨 大 と な り 、 逆 に 著 作 権 者 の 不 利 益 と も な る 。  9 

か か る 必 要 性 に 加 え 、 引 用 が 表 現 の 自 由 を は じ め と す る 民 主 主 義 に10 

と っ て も 重 要 で あ る こ と か ら し て 、 ３ ２ 条 １ 項 の 「 引 用 」 と い う 文 言11 

に は 複 製 だ け で な く 要 約 す る 場 合 も 含 む と 解 釈 し 、 要 約 引 用 も 他 の ３12 

２ 条 １ 項 の 要 件 を 充 足 す れ ば 、 適 法 と な る と 考 え る 。  13 

４  引 用 の 抗 弁 の 成 否 ― 引 用 要 件 充 足 性  14 

そ こ で 、 著 作 権 法 ３ ２ 条 １ 項 の 「 公 正 な 慣 行 に 合 致 」、「 目 的 上 正 当15 

な 範 囲 内 」 の 要 件 充 足 性 を み る に 、 こ れ ら の 要 件 は 、 引 用 す る こ と の16 

目 的 、 方 法 や 態 様 、 利 用 さ れ る 著 作 物 の 種 類 や 性 質 、 著 作 権 者 に 及 ぼ17 

す 影 響 の 有 無 ・ 程 度 等 を 総 合 的 に 見 て 判 断 さ れ る 。  18 

そ し て 、 文 章 Ｐ が 政 治 的 言 論 で あ り 社 会 の 批 評 に 晒 さ れ る 性 質 の も19 

の で あ る こ と 、 政 治 的 言 論 を 批 評 す る た め に は あ る 程 度 の 長 文 に よ る20 

引 用 が 必 要 と 認 め ら れ る と こ ろ 、 文 章 Ｐ ’ で は 、 引 用 箇 所 は １ ０ ０ ０21 

字 程 度 、批 判 箇 所 が ３ ０ ０ ０ 字 程 度 で あ り 主 従 関 係 が 認 め ら れ る こ と 、22 

引 用 箇 所 と 他 の 箇 所 が 明 瞭 に 区 分 さ れ て い る と 考 え ら れ る こ と （ い わ23 

百 選 の 解 説 の ほ か 、

中 山 4 2 5 頁 。 な お 、

高 林 「 標 準 著 作 権

法 」（ 第 ４ 版 な ら

1 8 0 頁 ）で も ポ イ ン

ト が 簡 潔 に 纏 め ら

れ て い る 。  
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ゆ る 明 瞭 区 別 性 あ り ） 及 び 文 章 Ｐ が 政 治 的 言 論 で あ り 、 文 章 Ｐ ’ の 利1 

用 が 著 作 権 者 で あ る Ａ に 与 え る 経 済 的 価 値 は 限 定 的 で あ る と も 考 え ら2 

れ る こ と か ら す る と 、 本 問 で 文 章 Ｐ ’ の 利 用 は 、「 公 正 な 慣 行 に 合 致 」3 

し 、引 用 の「 目 的 上 正 当 な 範 囲 内 」で 行 わ れ て い る も の と 考 え ら れ る 。  4 

し た が っ て 、 ３ ２ 条 １ 項 の 要 件 を 充 足 し 、 Ｂ の 主 張 が 妥 当 で あ る 。  5 

５  同 一 性 保 持 権 侵 害 の 成 否 に 関 す る 双 方 の 主 張 の 妥 当 性  6 

 要 約 内 容 が 文 章 Ｐ の 趣 旨 を 正 確 に 反 映 し た 忠 実 な も の で あ れ ば 要 約7 

引 用 が ３ ２ 条 １ 項 に よ り 翻 案 権 等 の 侵 害 と な ら な い こ と と の 均 衡 か ら 、8 

た と え そ れ が「 意 に 反 す る 」「 改 変 」と 評 価 さ れ る 場 合 で あ っ て も 、「 や9 

む を 得 な い 改 変 」（ ２ ０ 条 ２ 項 ４ 号 ）に 該 当 す る と 考 え る 。し た が っ て 、10 

こ の 場 合 は 、 Ｂ の 主 張 が 妥 当 で あ る 。  11 

第 ２  設 問 ２  12 

１  考 え ら れ る Ａ の 請 求  13 

 Ａ と し て は 、 差 止 請 求 （ １ １ ２ 条 １ 項 ） と し て ソ フ ト Ｒ の 公 開 の 停14 

止 、 付 帯 請 求 （ 同 条 ２ 項 ） と し て Ｃ の ウ ェ ブ サ イ ト か ら 再 生 ソ フ ト Ｒ15 

の 削 除 、 及 び 、 損 害 賠 償 （ 民 法 ７ ０ ９ 条 ） を 請 求 す る こ と が 考 え ら れ16 

る 。 ま た 、 名 誉 ・ 声 望 を 回 復 す る た め の 措 置 と し て Ｃ の ウ ェ ブ サ イ ト17 

で の 謝 罪 広 告 の 掲 載 を 請 求 す る こ と も 考 え ら れ る （ １ １ ５ 条 ）。  18 

２  再 生 ソ フ ト Ｒ に よ る 動 画 Ｑ の 再 生 が 同 一 性 保 持 権 と な る か  19 

 動 画 Ｑ は 、 文 章 Ｐ を 通 勤 客 で あ ふ れ る 早 朝 の 駅 前 広 場 で 披 露 し た 様20 

子 を 撮 影 し た 映 像 に 編 集 を 加 え た も の で あ り 、 撮 影 方 法 や 編 集 内 容 に21 

創 作 性 が あ る と 認 め ら れ る か ら 、 映 画 の 著 作 物 に あ た る 。 そ し て 、 再22 

生 ソ フ ト Ｒ に よ っ て 動 画 Ｑ を 再 生 す る 行 為 は 、 こ れ に よ り 動 画 Ｑ の 映23 
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像 が 滑 稽 な 様 子 に ゆ が ん で 表 示 さ れ 、 視 聴 者 か ら Ａ は す っ か り 笑 い も1 

の に な っ た と い う も の で あ る か ら 、「 意 に 反 す る 」「 改 変 」 に あ た る 。  2 

そ の た め 、 当 該 行 為 は 、 同 一 性 保 持 権 侵 害 と な る 。  3 

３  各 請 求 の 可 否 （ 侵 害 主 体 性 等 ）  4 

上 記 同 一 性 保 持 権 を 侵 害 す る の は 、 直 接 的 に は 再 生 ソ フ ト Ｒ を 使 用5 

す る ユ ー ザ ー で あ る と こ ろ 、 Ｃ は 、 自 己 の ウ ェ ブ サ イ ト で 、 ソ フ ト Ｒ6 

を 提 供 し 、 ソ フ ト Ｒ に よ る 動 画 Ｑ の 再 生 を 推 奨 す る 投 稿 ま で し て い る7 

か ら 、 同 一 性 保 持 権 侵 害 を 少 な く と も 教 唆 ・ ほ う 助 し て い る と い え 、8 

共 同 不 法 行 為 責 任 （ 民 法 ７ １ ９ 条 １ 項 又 は ２ 項 ） が 成 立 す る 。 そ の た9 

め 、 Ａ の 損 害 賠 償 請 求 は 妥 当 で あ る 。  10 

次 に 、 Ｃ に 対 す る 差 止 請 求 及 び 名 誉 等 回 復 措 置 請 求 が 認 め ら れ る に11 

は 、 Ｃ が 単 な る 教 唆 ・ ほ う 助 に 留 ま ら ず 、 著 作 者 人 格 権 の 侵 害 主 体 で12 

あ る と 認 め ら れ る こ と が 必 要 で あ る と こ ろ 、 著 作 者 人 格 権 の 侵 害 主 体13 

性 は 、 侵 害 対 象 、 侵 害 の 方 法 、 関 与 の 内 容 、 程 度 等 の 諸 要 素 を 考 慮 し14 

て 規 範 的 に 判 断 す べ き で あ る 。  15 

そ し て 、Ｃ は 、ソ フ ト Ｒ を 開 発 し て 一 般 に 提 供 し て い る こ と に 加 え 、16 

動 画 Ｑ を 指 定 し て ソ フ ト Ｒ の 使 用 を 推 奨 す る 投 稿 ま で も 行 っ て い る 。17 

こ の よ う に 、 Ｃ は 、 同 一 性 保 持 権 侵 害 の た め の 重 要 な 手 段 を 提 供 し 、18 

対 象 著 作 物 を 選 定 ・ 限 定 し て ユ ー ザ ー に 対 し 積 極 的 に 侵 害 行 為 を 働 き19 

か け て い る の で あ る か ら 、 侵 害 行 為 に 支 配 的 に 関 与 し て い る も の と し20 

て 、 侵 害 主 体 性 が 認 め ら れ る 。  21 

 し た が っ て 、 Ｃ の 差 止 請 求 及 び 名 誉 等 回 復 措 置 請 求 も 妥 当 で あ る 。  22 

以上  23 

侵 害 主 体 性 は 重 要

論 点 な の で 、必 ず 触

れ る べ き 。な お 、①

最 高 裁 平 成 1 3 年 2

月 1 3 日 判 決 （ と き

め も 事 件 ・ 百 選 3 3

事 件 ）、 ② 最 高 裁 平

成 2 3 年 1 月 2 0 日

判 決（ ロ ク ラ ク Ⅱ 事

件 判 決 ・ 百 選 8 4 事

件 ）、 ③ 最 高 裁 令 和

4 年 1 0 月 2 4 日 判

決（ 音 楽 教 室 事 件 ・

百 選 8 5 事 件 ） は 要

確 認 。ま た 刑 事 事 件

と し て 最 高 裁 平 成

2 3 年 1 2 月 1 9 日 決

定 〔 W i n n y 事 件 〕  


